
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

はじめに 

 

 

 

 人は、誰でも、自由で平等であり、尊厳をもって人間らしい 

生活をする権利「人権」を生まれながらにして持っています。 

 藤沢市では、すべての市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会の実現をめざ

し、あらゆる施策を人権尊重の視点に立って推進するため、2007 年（平成 19 年）に「藤

沢市人権施策推進指針」を策定し、2016 年（平成 28 年）に改定したこの指針に基づき、

人権施策に取り組んできました。しかしながら、依然としていじめや虐待、差別や偏見な

ど、人権が侵害される事案は繰り返し発生しており、複数の要因が絡み合う複合的な人権

問題も増えています。 

一方で、2030 年を目標年限として掲げられた持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、あら

ゆる分野において「人権」と密接に繋がっています。今、国や地方自治体をはじめ、企業、

学校、市民社会、そして一人ひとりに至るまで、すべてのひとの行動力が求められていま

す。 

 こうした状況を踏まえ、本市では、人権指針の理念や目標を、行政だけでなく、市民、

企業、教育機関等、市民活動団体など多様な主体と共有し、力を合わせて人権施策を推進

するため、人権指針を改正するとともに、その理念を冠して「ふじさわ人権文化をはぐく

むまちづくり指針」に改称しました。 

今後は、本指針に基づき、年齢・性別・国籍・障がいの有無などに関わらず、誰もが互

いを尊重し、それぞれの生き方や考え方を認め合う、人権が文化として根づいた「人権文

化をはぐくむまち」の実現に向けて、人権施策をより一層推進してまいります。 

結びに、人権指針の改正にあたって熱心にご議論くださいました、ふじさわ人権協議会

の委員の皆様をはじめ、市民意見公募（パブリックコメント）等を通じて貴重なご意見、

ご提案をくださった皆様など、ご協力いただきましたすべての皆様に心から感謝申し上げ

ます。 

 

2023 年（令和５年）３月 

 
藤沢市長  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

世界人権宣言《1948 年（昭和 23 年）採択》 

第１条 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに 

ついて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞 

の精神をもって行動しなければならない。 

第２条 

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、 

国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するい 

かなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権 

利と自由とを享有することができる。 

 

日本国憲法《1947 年（昭和 22 年）施行》 
第 11 条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に 

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び 

将来の国民に与へられる。 

第 14 条 
   すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分 

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

第 97 条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由 

獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現 

在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託され 

たものである。 
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